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羽川歩道整備事業 

～地域と連携した「道づくり」～ 
 
 

石井 和樹 
 

宇都宮国道事務所 管理第二課 （〒321-0931 栃木県宇都宮市平松町５０４）   
 

宇都宮国道事務所では、栃木県内（一部茨城・埼玉・福島県内を含む）の国道４号、新４号国道、国道

５０号の整備と管理、及び国道１２１号（権限代行）の整備を進めている。 
国道４号においては、多数の車両や歩行者等が利用しているため、道路を安全に通行できるよう交通安

全対策事業を実施している。 
 本稿では、地域住民の協力が不可欠である交通安全対策事業の一つである一般国道４号小山市羽川地区

歩道整備事業について、地域とどのように意見交換をし、情報共有を図りながらどのように事業を進めた

のかについて紹介する。 

 

キーワード 地域住民、情報提供、交通安全対策事業 

  
 

1.  はじめに 
 

交通安全対策事業とは、事故が発生しやすい箇所及び

今後、事故が多発すると予測される箇所の道路の改良や

道路照明や防護柵などの道路付属物の設置を行う事業、

もしくは、歩道整備やバリアフリー化、区画線設置、

「道の駅」の自動車駐車場の設置など、道路交通環境整

備の観点から必要とされる道路の改良や道路付属物等の

設置を行う事業のことを指す。 

これらは、地元からの要望等により、当該箇所の分析

や検討を行い、改良及び付属物の設置が妥当と判断され

れば、予算要求を行い、用地交渉や設計業務、工事を発

注し遂行され、最後に対策効果検証が行われる。 

今回対象となる小山市羽川地区は、栃木県南部

に位置しており、当該地区を通過する国道4号は、

歩道が狭小な箇所が多く、小山市・地域住民から

歩道を安全に通行できるように対策等をしてほし

いと要望があったため、平成１８年度に事業化し、

地域住民と情報共有しながら、事業を推進してき

たところである。 

平成３０年度に羽川歩道整備事業が完了したこ

とから、事業内容や事業の進め方、効果等につい

て紹介するものである。 
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2.  目的及び背景 

 羽川歩道整備事業とは、栃木県南部（小山市）の

国道4号羽川地区において、狭い歩道を解消すること

を目的とした事業である。 

事業範囲は、国道４号線小山市羽川から下野市川中

子の２．３ｋｍの区間であり、また、その区間は小

学校の通学路に指定がされているが、歩道幅が１．

１ｍと大変狭く、１日の自転車交通量が約１万５千

台と多い。そのため、平成１８年のデータでは栃木

県平均の２８倍の事故率（ワースト１）があった。 

 また、その箇所で発生する事故を分析すると約二

割は自転車と歩行者の事故であり、そのため道路見

える化計画の「歩行環境の安全性に不安のある箇所」

に選定された。 

そこで、対策を立案するにあたり、事故対策の具

体的内容、都市計画との整合性の確保、用地買収等

に対する地域の方々の協力が課題となり、地域の

方々の協力を得るためと事業進捗の情報共有を図り

ながら事業を進め完了させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 事業内容 

羽川歩道整備事業では、安心・安全な幅の広い通

学路として歩道の幅を３．７５ｍ確保するとともに、

高齢者にとっても利用しやすいように歩道の段差を

解消した。 

そして電線のない景観のよい町並みを整備するた

め、電線共同溝の整備を実施した。 

また、歩道の細部については、「まちづくり推進

委員会」と意見交換を行い、歩行者と自転車が安全

に通行分離を図れるよう、カラー舗装の実施や自転

車マークの施工を行った。 

なお、これらを施工するにあたり、全体工区を１

～４工区の４箇所に分け、優先順位を決め、順次施

工をした。 

 

  

 

4. 事業の進行 

事業を円滑に進行していくためには、地域住民の

協力が不可欠であるため、地域への密な情報提供の

必要性が生じた。 

そこで、様々な手段を講じて情報提供を行った。 

 

(1)  情報誌の発行 

地域への密な情報提供の手段として情報誌「はね

かわ」というものを発行した。これは、羽川歩道整

備事業の今をお知らせする情報誌として定期的に発

行し、全１７号を発行した。 

配布方法は小山市に配布し、そこから地域住民に

配布して頂くという方法をとった。 

また、この情報誌には「工事の豆知識」、「事業

に関するＱ＆Ａ」、「地域に関するコラム」なども

掲載した。 
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図-1  情報誌「はねかわ」 

 

(2)  地元との意見交換 

この事業の対象となっている地区には、「羽川地

区まちづくり推進委員会」という団体が存在し、意

見交換を実施した。 

この団体は羽川地区を安心・安全な住みやすい地

区にするため、小山市の「地区まちづくり条例」と

いうものに基づき地元の意見を集約し、小山市と協

力しながら地区のまちづくりを推進している。 

こういった地元関係者と毎年６月  に「分科会」

を開催し意見交換しながら円滑に事業を進められる

ようにした。 

 

 

 

 

 

 

5.  歩道整備の結果及び効果 

羽川歩道整備事業が完了後、地域住民への事業完

了の報告及び協力への感謝を情報誌「はねかわ」の

１６号を発行し、あわせて整備効果を確認するため、

整備前と整備後の比較アンケートを実施した。 

結果、２６０件の回答を頂いた。 

歩道部については、９割強が良くなったという回

答で、車道部については7割強が良くなったという回

答だった。 

具体的にどの部分が良くなったかというところで、

歩道部に関しては、歩き安くなったという回答が一

番多く、車道部に関しては，路面の状況が良くなり

走行しやすくなったという回答が一番多かった。 

また、アンケートの結果については、情報誌「は

ねかわ」の１７号にて地域住民へ公表した。 

6.  整備完了後の地域との連携 

 備完了後の平成３０年１２月２日（日）には、桑

地区市民交流センター（マルベリー館）にて開催さ

れた、「第７回好きです羽川ふれあいまつり」にお

いて、羽川地区歩道整備事業の変遷に関するパネル

展示に協力していただき、多数の方々に展示したパ

ネルを見て頂いた。 

なお、整備後道路パトロールを行った際、当該地

区近隣は、取得物や路面のひび割れ、道路付属物の

損傷といった異常の数が少なく、地域の方々に愛着

を持って利用していただいていると感じた。 

また、整備後も住民からの要望により常夜灯を設

置するなど、事業完了後にもかかわらず地域住民か

らの関心が高いことがわかる。 
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図-2  アンケ－トの結果（1部抜粋） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  終わりに 

 今回の、羽川地区のような、地域住民の方々

の関心の高い箇所については、こういった情報

提供を密に行うことにより、工事に伴う問い合

わせ件数等の減少に繋がり、大変有意義であっ

た。また、整備後にアンケートを実施すること

により、整備効果や地域住民からの感謝して頂

いているということが目に見えて実感でき、職

員のやりがいに繋がると考えられる。 

 今後も、地域の方々と協力して地域の実情に

あった情報共有方法を活用し、円滑に事業を進

めていけるよう努めたい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


